
被災者の方へ 
 

「労災に健康保険は使えません！」 
 
仕事中のケガではないと偽って健康保険を
使うと自己負担分が発生し、当初は会社が
負担してくれていたとしても、治療費がか
さんでくるにしがい、会社が負担してくれ
なくなって初めて、労働基準監督署に相談
に来るというケースがあります。 

 
療養が長期化したり、治療途中で通院しな
くなったりして後遺症が残ったり、再発の
おそれが高くなります。 
 

まずは、最寄りの労働基準監督署へご相談
ください。相談は匿名でもできます。 
 

労災請求を行う場合には、労働災害発生状
況等の事実確認を行う必要があるので、そ
こからの相談は、匿名ではなく実名での相
談が必要になります。 
 

労災保険で支払われるものには、療養補償
給付、休業補償給付、障害補償給付等があ
ります。 

「労災かくし」は犯罪です！ 

画像をクリックすると
厚生労働省ホーム
ページへ移動します。 

事業主の方へ 
 

「労働者死傷病報告の提出が必要です！」 
 
被災者の治療費と休業補償費を負担していたが、
療養が長期間になったことや障害が残ったこと
で、高額となった治療費を負担できなくなり、
被災者が労働基準監督署に相談に来て発覚する
ケースがあります。 

 
休業４日以上の労働災害が発生した場合、遅滞
なく「労働者死傷病報告」を所轄の労働基準監
督署に提出してください。（休業３日以内の場
合は３ヶ月分をまとめて報告） 

 
報告を怠ったり、虚偽の報告（実際は建設現場
でのケガなのに、元請へ配慮して、違う場所で
ケガしたことにした場合等）をした場合は、労
働安全衛生法違反として送検されることがあり
ます！ 

 
元請等から「労災かくし」を指示された場合に
は、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。 

 
 
 ちなみに、不法就労外国人が被災した場合でも、
労災保険による給付は受けられます。 

那 覇 労 働 基 準 監 督 署 

０９８－８６８－８０３３ 労働基準 

０９８－８６８－３４３１ 安全衛生 

０９８－８６８－８０４０ 労災補償 

沖 縄 労 働 基 準 監 督 署 ０９８－９８２－１２６３ 

名 護 労 働 基 準 監 督 署 ０９８０－５２－２６９１ 

宮 古 労 働 基 準 監 督 署 ０９８０－７２－２３０３ 

八 重 山 労 働 基 準 監 督 署 ０９８０－８２－２３４４ 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaikakushi/dl/leaf-01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/

